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※令和6年3月31日基準日の届出期間は、4月1日月曜日から4月22日月曜日〔必着〕までです。


※令和3年から、基準日が年1回（3月31日）になりました。

    9月30日の基準日は廃止されましたので、ご注意ください。

    詳細はこちら（建設業者・宅地建物取引業者の皆さまへ）をご覧ください。


住宅瑕疵担保履行法の届出の受付窓口は、自治センター2階です。

　受付時間は、午前8時45分から12時まで 午後1時から5時30分までです。

　　※郵送でのご提出も受け付けております。郵送先はこちら。
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愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室	建設業第一グループ

電話：052-954-6502・6589

自治センター2階	建設業第二グループ

電話：052-954-6503

自治センター2階	不動産業グループ

電話：052-954-6582・6583

自治センター3階
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E-mail: kensetsu-fudosan@pref.aichi.lg.jp
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			Tel： 052-961-2111（代表）

		

		
			開庁時間：午前8時45分から午後5時30分

（土曜・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く）

※開庁時間の異なる組織、施設があります。
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